
 

社会福祉法人の指導監督に関する行政評価・監視の勧告 

に伴う改善措置状況（回答）の概要 
 

〔調査の実施時期等〕 

１ 実 施 時 期  平成14年４月～15年７月 

２ 調査対象機関  厚生労働省、道府県（14）、指定都市、中核市等 

 

〔勧告日及び勧告先〕 平成15年７月25日 厚生労働省に対し勧告 

〔回 答 年 月 日〕 平成16年７月７日 

 

〔行政評価・監視の背景事情等〕 

○ 社会福祉法人は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）に基づき、養護老人ホームの経営、居宅介護事業などの社会福祉事業を行うことを

目的として設立 

社会福祉施設を経営する法人数、施設数、在所者数は増加 

平成４年度   平成13年度 

(法 人 数)  約１万1,000 ⇒ 約１万4,000 

(施 設 数)  約１万9,000 ⇒ 約４万1,000 

(在所者数)  約107万   ⇒ 約153万 

○ 総務省は、厚生労働省に対し、平成４年６月及び９年７月、「社会福祉法人の指導監督に関する行政監察」結果に基づき、管理運営体制

の適正化、会計管理の改善、社会福祉施設・設備の整備に係る補助事業の適正化等について勧告。また、平成10年11月及び12年３月、「補

助金等に関する行政監察」の結果に基づき、不適正交付補助金の返還、採択審査の適正化等について勧告 

○ この行政評価・監視は、社会福祉法人における社会福祉事業の適正な運営を確保する観点から、社会福祉法人の運営状況及び社会福祉施

設・設備の整備に係る補助事業の実施状況を調査し、関係行政の改善に資するため実施 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 

１ 社会福祉法人の運営の適正化 

 適正な法人運営を確保する観点から、都道府県、指定都市及び中核市に対

し、以下の事項について、技術的助言を行うこと。   

① 今回の調査の結果、役員の選任、理事会の運営、監事監査の実施、評議

員会の設置・運営、定款の策定、定款記載事業の実施等、経理規程の策定、

資産の管理及び契約事務について不適切な事項がみられた法人に対し、早

急に改善を図るよう指導すること。 

（説明） 

・ 社会福祉法人は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）の

ほか、法人審査基準、法人定款準則、法人会計基準等に基づき、適正な運営を行

うことが必要 

・ 社会福祉法人に対する指導監督等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 調査した14道府県の142法人のうち、組織運営が不適切なもの（130法人） 

・ 理事会に全く出席していない者を理事に選任している、理事会の議決事項で

あるにもかかわらず理事長が専決しているものなど     103法人 

・ 法人の行う事業は定款をもって定め、定款に定めた事業については実施が義

務付けられているが、定款に記載されていない事業を実施している、記載され

ている事業を行っていないものなど            21法人 

・ 法人会計基準に基づいた経理規程が策定されていない、随意契約に付すこと

ができる場合の基準に反して随意契約を行っているものなど 94法人 

        
 →：「回答」時に確認した改善措置状況 

 

→○ 都道府県、指定都市及び中核市に対し、今回の調査の結果、役員の選任、

理事会の運営、監事監査の実施、評議員会の設置・運営、定款の策定、定款

記載事業の実施等、経理規程の策定、資産の管理及び契約事務について不適

切な事項がみられた法人に対して早急に改善を図るよう指導することにつ

いて、「「社会福祉法人の指導監督に関する行政評価・監視結果に基づく勧

告」について」（平成15年９月19日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長、社会・援護局長、老健局長通知。以下「３局長通知」という。）を発出

し、助言したほか、社会・援護局関係主管課長会議（平成 16 年３月２日開

催。以下「主管課長会議」という。）においても、不適切な事項がみられた

法人に対しては早急に改善を図るよう、指導することについて助言 

 これらを受けた是正指導の状況及び改善状況については、法人における

理事会・評議員会の開催時期等を踏まえつつ、平成16年８月末までに確認

のためのフォローアップ調査を実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労 

働省 

社  会  福  祉  法  人 

地  方  公  共  団  体 

 
都道府県 指定都市 中核市 

所    轄    庁 

・法人の定款の認可(法人設立認可） 

・報告の徴収、検査(法人監査）の実施 

・改善措置の命令、解散の命令 等 

その他の 
市 町 村 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 

 

② 法人に対し、役員の選任、理事会の運営、監事監査の実施、評議員会の設置・

運営、定款の策定、定款記載事業の実施等、経理規程の作成、資産の管理及び

契約事務について、法人審査基準、法人定款準則、法人会計基準又は入札契約

等の取扱いに係る通知にのっとり、厳正に行うよう指導すること。 

また、法人監査に当たっては、法人に対する指導・処分を厳正に行うこ

と。指導・処分に従わない法人に対しては、業務停止命令、解散命令等を

行うこと 

（説明） 

○ 法人審査基準においては公認会計士等による外部監査の活用を積極的に行うこ

とが適当と明記されているが、外部監査を活用していない法人は、142法人中137

法人 

○ 所轄庁の法人監査において、不適切事例に対する指導・処分が厳正に行われて

いない。 

・ ⅰ)所轄庁の法人監査担当職員が、法人審査基準、法人定款準則等の法令等に

不知であったこと、ⅱ)所轄庁が法人監査のために作成した監査調書又は法人に

作成させた調書等の記載事項に不備があり、不適切事例を確認できるものとは

なっていなかったことから、法人監査時に不適切事例を把握できなかったもの

                              24法人 

・ 法人監査担当職員が法人監査において把握した不適切事例とこれに対する指

導・処分の内容との照合や指導・処分が適切に行われているかについての所轄

庁の審査が励行されていないことから、不適切事例について、法人監査時に把

握されていながら、特段の理由もなく指導・処分が行われていないもの 

22法人 

・ 当省の調査以前に行った法人監査の結果に基づき、指導・処分を行っている

ものの、その後の法人監査時に改善状況の確認を行っていないため、当省の調

査時まで指摘事項の改善が図られていないもの        ７法人 

・ 当省の調査以前に行った法人監査の結果に基づき、指導・処分を行い、その

後の法人監査においても、同じ不適切事項について口頭又は文書による指導を

 

→○ 都道府県、指定都市及び中核市に対し、法人に対して役員の選任、理事会

の運営、監事監査の実施、評議員会の設置・運営、定款の策定、定款記載事

業の実施等、経理規程の作成、資産の管理及び契約事務について、法人審査

基準、法人定款準則、法人会計基準又は入札契約等の取扱いに係る通知にの

っとり、厳正に行うよう指導することを３局長通知を発出し、助言 

また、都道府県、指定都市及び中核市に対し、法人監査に当たっては、以

下の措置を講ずることにより、法人に対する指導・処分を厳正に行うことに

ついて、３局長通知を発出し、助言したほか、主管課長会議においても、法

に基づく改善命令の実施等、積極的な改善に努めるよう助言 

ⅰ) 法人監査担当職員に対し、法人審査基準、法人定款準則等の法律等に係

る知識の修得を徹底させること。 

ⅱ) 法人審査基準、法人定款準則等の法令等の遵守状況を的確に確認できる

よう、所轄庁が法人監査のために作成している監査調書又は法人に作成さ

せている調書等の記載内容を改めること。 

ⅲ) 法人監査担当職員が法人監査において把握した不適切事項とこれに対

する指導・処分の内容との照合や指導・処分が適切に行われているかにつ

いての審査を励行すること。 

ⅳ) 法人監査の結果に基づき指導・処分を行った不適切事項については、そ

の後の法人監査時等に、改善状況の確認を励行すること。 

ⅴ) 指導・処分に従わない法人に対しては、不適切事項の内容に則して、法

第56条第２項の規定により改善を命じ、この命令に従わないときは、同条

第３項の規定により期限を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、さら

に、この業務停止命令により指導・監督の目的を達することができないと

きは、同条第４項の規定により解散を命ずるなど、厳正な処分を行うこと。 

 これらを受けた是正指導の状況及び改善状況については、法人における理

事会・評議員会の開催時期等を踏まえつつ、平成16年８月末までに確認のた

めのフォローアップ調査を実施予定 

 

 

－ － - 3 -



主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 

繰返しているものの、処分を厳正に行っていないため、当省の調査時まで指摘

事項の改善が図られていないもの              13法人 

 

２ 社会福祉施設・設備の整備に係る補助事業の適正化 

社会福祉施設等施設・設備整備費に係る補助事業の適正な執行を確保する観点

から、以下の事項について、都道府県、指定都市及び中核市に対し技術的助言を

行うこと。 

① 補助事業の採択に当たり、施設・設備の利用見込みを的確に把握し、利

用が十分に見込まれるものを採択するよう厳正な審査を行うこと。また、

補助金で整備した施設の交付目的に沿った使用を確保するため、補助金監

査を的確に実施すること。 

（説明） 

・ 社会福祉施設・設備の整備に要する費用の一部を補助 

国２分の１、都道府県４分の１ 

平成13年度国庫補助金額：約1,365億円 

・ 補助金は公正かつ効率的に使用されることが必要。補助金の交付目的に反し

た使用等は禁止（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30

年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。） 

・ 社会福祉法人は、国庫補助事業を行うために締結する契約の相手方及びそ

の関係者から寄付金等の資金提供を受けることは禁止（厚生労働省通達） 

○ 調査した11道府県の57法人の中には、 

〇 補助事業の採択に当たり、施設の利用見込みについて厳正な審査が行われて

いないこと等から、補助事業で整備した施設・設備が未利用、利用低調となっ

  ている例あり                        ６法人 

・ 老人居宅介護事業のヘルパーステーションとして整備したスペース等が

未利用 

・ ショートステイ送迎用のバスの利用は、４年間で９回 

〇     施設整備後の補助金監査が的確に行われていないこと等から、補助事業で 

 

 

 

 

→○ 都道府県、指定都市及び中核市に対し、補助事業の採択に当たっては、補

助金等適正化法の規定の趣旨にかんがみ、施設・設備の利用見込みを的確に

把握し、利用が十分に見込まれるものを採択するよう厳正な審査を行うこ

と、また、補助金で整備した施設の交付目的に沿った使用を確保するため、

社会福祉法人監査又は施設等の指導監査を行う際には、この点に留意すると

ともに、必要に応じて補助金監査を的確に実施することについて、３局長通

知を発出し、助言したほか、主管課長会議においても、補助事業の採択に当

たっては、施設・設備の利用見込みを的確に把握するとともに、補助金で整

備した施設の交付目的に添った使用を確保するよう管内社会福祉法人等に

対して指導するよう助言 

 これらを受けた是正指導の状況及び改善状況については、法人における理

事会・評議員会の開催時期等を踏まえつつ、平成16年８月末までに確認の

ためのフォローアップ調査を実施予定 
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主な勧告事項 関係省が講じた改善措置状況 

整備した施設の一部を、補助金の交付目的以外に使用しているなどの例あり

２法人 

 

② 補助事業に係る契約の相手方等から法人への寄付金等の資金提供を防止

するため、法人監査を的確に実施すること。 

（説明） 

○ 調査した11道府県の57法人の中には、補助事業における契約に関する法人監査

が的確に行われていないこと等から、補助事業により整備した施設・設備の工事

請負業者等から寄付金を受け入れている例あり           ３法人 

 

 

 

 

 

→○ 寄付金等については、社会福祉法人に対する不当な資金の環流が行われて

いるとの社会的疑惑の基となることのないよう、その取扱いについては、「社

会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費に係る契約の相手

方等からの寄付金の取扱いについて」（平成13年７月19日付け社援基発第23

号社会・援護局福祉基盤課長通知。以下「課長通知」という。）の規定を遵

守するよう指導しているところである。しかしながら、今回の勧告を踏まえ、

都道府県、指定都市及び中核市に対し、補助事業に係る契約の相手方等から

法人への寄付金等の資金提供を防止するため、更にその趣旨を徹底すること

及び法人監査を的確に実施することについて、３局長通知を発出し、助言し

たほか、主管課長会議においても、寄付金等については、課長通知に基づき

厳正に対応するよう法人監査を的確に実施すること助言 

 これらを受けた是正指導の状況及び改善状況については、法人における理

事会・評議員会の開催時期等を踏まえつつ、平成16年８月末までに確認のた

めのフォローアップ調査を実施予定 
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